
◎
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外

公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
一
三
日
・
衆
議
院
外
務
委
員
会
）

○
中
曽
根
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称

及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

改
正
の
第
一
は
、
新
た
に
外
交
関
係
を
開
設
い
た
し
ま
し
た
コ
ソ
ボ

に
、
法
律
上
、
日
本
国
大
使
館
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
二
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
あ
る
在
レ
シ
フ
ェ
日
本
国
総
領
事
館
及

び
ス
イ
ス
に
あ
り
ま
す
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
日
本
国
総
領
事
館
の
廃
止
を
行
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
三
は
、
新
設
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手

当
の
基
準
額
を
定
め
る
と
と
も
に
、
既
設
の
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務

公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
等
を
改
定
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
改
正
内
容
の
う
ち
、
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
等
の
改
定
に
つ

き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
予
算
案
と
一
致
さ
せ
て
行
う
た
め
、
四

月
一
日
か
ら
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
御
審
議
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
外
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
一
九
日
）

○
河
野
太
郎
君

外
務
委
員
長
の
河
野
太
郎
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在

外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
そ
の
結

果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
ま
ず
第
一
に
、
本
年
二
月
に
国
交
を
樹
立
い
た
し
ま
し
た
コ

ソ
ボ
に
お
き
ま
し
て
、
在
コ
ソ
ボ
日
本
国
大
使
館
を
法
律
的
に
新
設
し
、

そ
こ
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
を
定
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
当
面
、
在
コ
ソ
ボ
日
本
国
大
使
館
は
、
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
使

館
が
兼
轄
い
た
し
ま
す
。

第
二
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
レ
シ
フ
ェ
並
び
に
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
置

か
れ
て
お
り
ま
す
日
本
国
総
領
事
館
を
廃
止
い
た
し
ま
す
。

第
三
に
、
既
設
の
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
七



当
の
基
準
額
を
改
定
い
た
し
ま
す
。

こ
の
改
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
の
在
勤
基
本
手
当
の
総
額
は
約

二
億
円
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
在
勤
手
当
総
額
で
七
億
円
の
減
額
と

な
り
ま
す
。

本
案
は
、
三
月
十
二
日
外
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
三
日
中
曽
根
外

務
大
臣
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
八
日
質
疑
の
上
採
決
を
い

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
議
決
を
い
た
し
ま
し
た
。

共
産
党
は
、
在
コ
ソ
ボ
日
本
国
大
使
館
の
新
設
に
賛
成
で
き
な
い
と
い

う
理
由
で
本
案
に
反
対
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え

て
、
以
上
、
御
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
）

一
日
も
早
い
解
決
を
迫
ら
れ
る
北
朝
鮮
拉
致
問
題
や
そ
の
解
決
の
目
途

が
見
え
な
い
北
朝
鮮
や
イ
ラ
ン
の
核
問
題
、
自
立
を
模
索
す
る
イ
ラ
ク
情

勢
、
和
解
促
進
を
必
要
と
す
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
情
勢
等
、
国
際
情
勢
は

不
透
明
さ
を
増
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
問
題
解
決
の
遅
れ
は
更
な
る
地
域
の

不
安
定
化
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
、
我
が
国
に
求
め
ら
れ
る
の
は

国
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
社
会
と
の
協
力
・
連
携
の
下
、
こ
れ
ら
諸
問

題
に
毅
然
と
対
応
す
る
外
交
力
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
我
が
国
外
交

を
担
う
外
務
省
の
体
制
強
化
と
危
機
管
理
体
制
の
抜
本
的
改
革
が
必
要
で

あ
る
。
他
方
、
今
日
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
破
綻
に
よ
る
世
界
金
融
危

機
を
き
っ
か
け
と
し
て
国
際
経
済
の
著
し
い
後
退
局
面
を
生
じ
、
我
が
国

経
済
は
未
曾
有
の
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
一
方
、
財
政
事
情
は
依
然

と
し
て
厳
し
い
。
外
務
省
に
お
い
て
は
組
織
改
革
や
手
当
の
見
直
し
に
際

し
、
こ
う
し
た
国
内
事
情
を
重
く
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
外

務
公
務
員
の
手
当
に
向
け
ら
れ
る
国
民
の
声
に
真
摯
に
応
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
検
討
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
外
交
の
最
前
線
基
地
で
あ
る
在
外
公
館
等
の
新
設
に
関
し
て

は
、
我
が
国
の
国
益
と
相
手
国
と
の
相
互
主
義
の
原
則
等
を
踏
ま
え
、

戦
略
的
に
そ
の
増
強
・
整
備
に
当
た
る
こ
と
。

一

在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
大
規
模
自
然
災
害
や
犯
罪
・
テ
ロ
等
の
緊

急
事
態
に
お
け
る
在
外
邦
人
に
対
す
る
迅
速
か
つ
き
め
細
や
か
な
支
援

を
可
能
と
す
る
た
め
、
日
常
の
情
報
提
供
、
共
有
体
制
等
も
含
め
て
危

機
管
理
体
制
の
機
能
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

一

我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
厳
粛
に
受
け
と
め
、
在
外
公
館
に
関

わ
る
予
算
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
に
当

た
っ
て
は
、
適
切
な
支
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

一

在
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
財
政
状
況
や
外
交
活
動
を
推
進
す

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
八



る
上
で
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
民
間
企
業
、
諸
外
国
の
外
交
官
の
給
与

・
手
当
の
水
準
及
び
各
任
地
の
事
情
に
鑑
み
、
為
替
・
物
価
等
の
変
動

が
反
映
さ
れ
る
形
で
客
観
的
に
算
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
に
応

じ
て
在
勤
手
当
全
般
に
わ
た
る
内
容
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
特
に
為

替
変
動
に
よ
る
在
外
基
本
手
当
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
直
近
の
デ
ー

タ
を
基
に
見
直
し
す
る
こ
と
。

一

国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
海
外
渡
航
者
や
在
留
邦
人
の
増

加
と
と
も
に
領
事
業
務
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
邦

人
の
活
動
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
領
事

サ
ー
ビ
ス
の
不
断
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

一

外
務
省
に
お
い
て
は
、
総
務
省
の
行
政
評
価
・
監
視
結
果
を
踏
ま

え
、
不
祥
事
の
再
発
を
防
止
し
、
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
、
よ
り
一
層

の
情
報
公
開
と
外
交
機
能
強
化
の
た
め
の
組
織
・
制
度
の
改
革
に
全
力

で
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
国
民
に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る

こ
と
。

一

在
外
公
館
に
お
け
る
監
査
・
査
察
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ

と
。

右
決
議
す
る
。

三
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
）

○
榛
葉
賀
津
也
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称
位

置
・
給
与
法
の
一
部
改
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け

る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
新
た
に
外
交
関
係
を
開
設
す
る
コ
ソ
ボ
に
日
本
国
大
使

館
を
新
設
す
る
こ
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
在
レ
シ
フ
ェ
及
び
ス
イ
ス
の
在
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
の
各
日
本
国
総
領
事
館
を
廃
止
す
る
こ
と
、
在
外
公
館
に
勤
務
す

る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
等
に
つ
い

て
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
海
外
研
修
地
の
実
態
を
踏
ま
え
た
研
修
員

手
当
額
の
検
討
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
問
題
国
等
に
お
け
る
情
報
収
集

体
制
の
強
化
、
在
外
公
館
に
お
け
る
公
共
調
達
の
適
正
化
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
八
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
）

今
日
、
国
際
情
勢
が
不
透
明
さ
を
増
し
て
い
る
中
、
我
が
国
に
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
国
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
社
会
と
の
協
力
・
連
携
の

下
、
国
際
的
諸
課
題
に
毅
然
と
対
応
す
る
外
交
力
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九



も
我
が
国
外
交
を
担
う
外
務
省
の
体
制
強
化
と
危
機
管
理
体
制
の
抜
本
的

改
革
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
破
綻
に
よ
る
世
界

金
融
危
機
を
契
機
に
国
際
経
済
の
著
し
い
後
退
局
面
が
生
じ
る
中
、
我
が

国
経
済
は
未
曾
有
の
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
財
政
事
情
は
依
然
と

し
て
厳
し
い
。
外
務
省
に
お
い
て
は
組
織
改
革
や
手
当
の
見
直
し
に
際

し
、
こ
う
し
た
国
内
事
情
を
重
く
受
け
止
め
、
と
り
わ
け
外
務
公
務
員
の

手
当
に
向
け
ら
れ
る
国
民
の
声
に
真
摯
に
応
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
は
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
検
討
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
我
が
国
外
交
の
最
前
線
基
地
で
あ
る
在
外
公
館
等
の
新
設
に
関
し
て

は
、
我
が
国
の
国
益
と
相
手
国
と
の
相
互
主
義
の
原
則
等
を
踏
ま
え
、

戦
略
的
に
そ
の
増
強
・
整
備
に
当
た
る
こ
と
。
な
お
、
コ
ン
パ
ク
ト
公

館
の
設
置
に
関
し
て
は
、
関
係
在
外
公
館
と
の
協
力
・
連
携
を
十
分
図

り
、
在
外
公
館
と
し
て
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ

と
。

二
、
在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
大
規
模
自
然
災
害
や
犯
罪
・
テ
ロ
等
の
緊

急
事
態
に
お
け
る
在
外
邦
人
に
対
す
る
迅
速
か
つ
き
め
細
や
か
な
支
援

を
可
能
と
す
る
た
め
、
日
常
の
情
報
提
供
、
共
有
体
制
等
も
含
め
て
危

機
管
理
体
制
の
機
能
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
在
外
公
館
に
関

わ
る
予
算
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
に
当

た
っ
て
は
、
適
切
な
支
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

四
、
在
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
財
政
状
況
や
外
交
活
動
を
推
進
す

る
上
で
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、
民
間
企
業
、
諸
外
国
の
外
交
官
の
給
与

・
手
当
の
水
準
及
び
各
任
地
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
為
替
・
物
価
等
の

変
動
が
反
映
さ
れ
る
形
で
客
観
的
に
算
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要

に
応
じ
て
在
勤
手
当
全
般
に
わ
た
る
内
容
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
特

に
為
替
変
動
に
よ
る
在
勤
基
本
手
当
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
直
近
の

デ
ー
タ
を
基
に
見
直
し
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て

は
、
研
修
地
に
お
け
る
一
般
の
学
生
の
生
計
費
の
実
態
を
十
分
考
慮
し

て
、
適
宜
検
討
を
行
う
こ
と
。

五
、
国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
海
外
渡
航
者
や
在
留
邦
人
の
増

加
と
と
も
に
領
事
業
務
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
邦
人
の
活
動
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
国
民
の
視
点
に
立
っ
た

領
事
サ
ー
ビ
ス
の
不
断
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
外
務
省
に
お
い
て
は
、
総
務
省
の
行
政
評
価
・
監
視
結
果
を
踏
ま

え
、
不
祥
事
の
再
発
を
防
止
し
、
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
、
よ
り
一
層

の
情
報
公
開
と
外
交
機
能
強
化
の
た
め
の
組
織
・
制
度
の
改
革
に
全
力

で
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
国
民
に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る

こ
と
。

七
、
在
外
公
館
に
お
け
る
監
査
・
査
察
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇



と
。

八
、
国
際
機
関
に
お
け
る
幹
部
職
員
を
含
め
邦
人
職
員
の
増
強
に
向
け
て

国
際
社
会
に
通
用
す
る
人
材
の
一
層
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
援
助

や
平
和
構
築
な
ど
様
々
な
分
野
に
お
い
て
高
級
幹
部
も
含
め
外
部
の
人

材
の
積
極
的
活
用
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
一


